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当社連結子会社（株式会社 LIXIL ビバ）の上場承認及び 

それに伴う当社所有株式の売出しに関するお知らせ 

 

本日、株式会社東京証券取引所より、当社の連結子会社である株式会社 LIXIL ビバ（以下「LIXIL ビバ」

といいます。）の東京証券取引所本則市場への新規上場が承認されましたので、下記の通り、お知らせい

たします。 

なお、株式上場に際し、LIXIL ビバは新株発行により資金調達を行い、当社も、当社が所有する LIXIL

ビバの普通株式の一部につき売出しを行う予定ですので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．上場の背景と目的 

現在、国内におけるホームセンター市場は、他業態の小売業者との競合もあり、４兆円市場で飽和状態

が続いています。一方で、BtoB（プロ向けビジネス）の建材供給ビジネスに強みを持つ LIXIL ビバはホー

ムセンター他社と大きく異なる店舗形態、商品の品ぞろえ、専門性の高いサービス提供を行うことで、独

自の成長を遂げており、11 期連続で増収と同時期に渡る堅調な利益成長を達成しております。（注；建デ

ポの数値を除いたベース） 

 

今回、LIXIL ビバの経営陣より『上場企業となることで、更なる企業信用力を獲得し、機動的な経営判

断が可能なガバナンス体制と資金調達の手段を確保すると共に、より柔軟で積極的な店舗展開を実施し、

更なる成長を図っていきたい。』との申し出を受けました。これを受けて当社にて入念に協議した結果、

当該申し出を受け入れることが、LIXIL ビバや当社の企業価値向上に最適であるとの結論に至りました。 

 

当社としては、LIXIL ビバが上場を果たし、事業拡大の様々な選択肢を確保することは、リフォーム市

場の更なる拡大にとっても望ましいものと考えており、ひいては幅広くリフォーム商品を提供する当社の

業容拡大に貢献することを期待しております。 



 

当社は、水回り事業におけるグローバル化を進展させるべく、GROHE や American Standard、INAX、LIXIL

ブランドを中心にシナジー効果の顕在化へ注力し、更なる収益力の拡大を図っております。また、国内に

おいては、リフォーム需要の創造をはかるべく、エンドユーザーのリフォームに関する困りごとを『簡単・

早い・明朗』で解決していく新サービス『リクシル PATTO リフォーム大作戦』を全国で展開しています。

この取り組みは、施工業者不足という日本の重要な課題にも対応しています。エンドユーザーのニーズに

対応しリフォーム市場そのものを拡大させることは、当社の重要なミッションであるため、当社は、引き

続きリフォーム市場における重要なチャネルであるLIXILビバとの資本関係並びに協力関係を継続する予

定です。 

 

２．連結子会社の概要 

（１）商号 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 

（２）本社所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１丁目 13番１号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼 COO 渡邉 修 

（４）事業内容 住宅設備機器等の総合小売業および住宅リフォーム 

（５）資本金 20,000百万円（平成 28年 12月 31日現在） 

（６）設立年月日 平成５年６月 24日 

（７）従業員数 1,393名（平成 29年１月 31日現在） 

 

３．今後の見通し 

 本件による当社グループの平成 29年 3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。また、LIXILビ

バは引き続き当社の連結子会社であります。 

 

以 上 

 

 この文章は、株式会社 LIXIL ビバの上場承認及びそれに伴う当社所有株式の売出しに関して一般に公表するための記者発

表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず株式会社 LIXIL ビバが

作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で

行うようお願いいたします。本発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。株式会社

LIXIL ビバ普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933

年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行う

ことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書

が用いられます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。 


